
令和５年度 第１６回役員会議事要旨

日  時 令和６年３月２８日（木） １１時４０分開会、１２時０９分閉会 

場  所 事務局第２会議室 

出席者 田口学長、海老名理事、後藤（泰）理事、後藤（ひ）理事、吉岡理事 

欠席者 渡部理事 

陪 席 曽我監事、加藤監事 

玉井副学長、佐々副学長、今在副学長、髙見副学長 

総務企画部長、財務部長、教育研究支援部長 

１ 議題 

（１）令和６年度年度計画（案）について

学長から、資料２に基づき、第４期中期目標・中期計画に係る令和５年度年度計画の取

組状況等を踏まえた令和６年度年度計画（案）について説明があり、これを審議し決定し 

た。 

（２）令和６年度学内予算案について

学長から、資料３－１から資料３－３に基づき、令和６年度学内予算案について説明が

あり、これを審議し決定した。 

（３）目的積立金の執行計画について

学長から、資料４に基づき、目的積立金の執行計画及び取り崩しについて説明があり、

これを審議し決定した。 

（４）国立大学法人北海道教育大学文書処理規則等の改正について

学長から、資料５－１から資料５－４に基づき、電子決裁・文書管理システムの運用に

伴う本学文書処理規則等の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。 

（５）国立大学法人北海道教育大学情報公開取扱等の改正について

学長から、資料６－１及び資料６－２に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律施行令の改正に伴う本学情報公開取扱規則等の一部改正について説明があり、これ 

を審議し決定した。 

（６）セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組推進のための関係規則等

の制定・改正について 

 学長から、資料７－１から資料７－１２に基づき、セクシュアルハラスメントを含む性 

暴力等の防止に向けた取組の推進に係る本学関係規則等の制定及び改正について説明があ 

り、これを審議し決定した。 
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（７）「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正に基づく関係規則の改正に 

ついて 

学長から、資料８－１から資料８－３に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に 

関する法律の改正に伴う本学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員等 

対応規則の一部改正について説明があり、これを審議し決定した。 

 

（８）労働安全衛生法の新たな化学物質規制に係る規則等の制定及び改正について 

学長から、資料９－１から資料９－７に基づき、新たな化学物質規制の導入のための労 

働安全衛生規則等の改正に伴う本学化学物質管理規則の制定等について説明があり、これ 

を審議し決定した。 

 

（９）北海道教育大学授業料等の減免及び徴収猶予の取扱いに関する規則の改正について 

学長から、資料１０－１から資料１０－５に基づき、高等教育の修学支援新制度の改正 

に伴う本学授業料等の減免及び徴収猶予の取扱いに関する規則の一部改正について説明が 

あり、これを審議し決定した。 

 

（10）国立大学法人北海道教育大学学長アドバイザリーボードの設置について 

学長から、資料１１－１及び資料１１－２に基づき、本学学長アドバイザリーボードの 

設置について説明があり、これを審議し決定した。 

 

（11）国立大学法人北海道教育大学顧問の設置について 

学長から、資料１２－１及び資料１２－２に基づき、本学顧問の設置について説明があ 

り、これを審議し決定した。 

 

（12）北海道教育大学基金 令和６年度事業計画（案）について 

髙見副学長から、資料１３に基づき、北海道教育大学基金の令和６年度事業計画につい 

て説明があり、これを審議し決定した。 

 

 

 

以  上 
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